（１）イエローカードとは
日化協では化学物質や高圧ガス輸送時の万一の事故に備え、ローリーの運転手や消防・警察などの関係者が取るべき処置を書いた緊急連絡カードの活用を推進しています。このカードは黄色の紙に書き、「イエローカード」と呼んでいます。
＊：イエローカードの具体的な作成方法、運営方法については、日化協発行の「物流安全管理指針」を参照して下さい。

（２）イエローカードの書式

Ａ４版１枚（表／裏）の黄色用紙に輸送事故時の措置内容を簡潔に記載したものです。

Ａ４版：表側の記載内容
輸送貨物の該当法規・危険有害性と公設消防隊員・警察官等が到着するまでに乗務員が行う措置（応急措置、緊急通報、緊急連絡）
Ａ４版：裏側の記載内容
公設消防隊員等が行う災害拡大防止措置
（３）イエローカードの適用範囲

　　  消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、火薬類取締法、及び道路法で規制される危険有害物に該当するものを主としています。

　　①バルク輸送
　　　タンクローリー等のバルク輸送の場合は、必ずイエローカードを携行する。
　　②包装品輸送
       １製品・品目について、原則として下記の数量以上を輸送する場合には、イエローカードを携行する。
＊消防法危険物：１ｔまたは１ｍ３（指定数量がこれを下回る場合は指定数量）

       ＊消防法指定可燃物：可燃性固体類　　 ３ｔ

               　　　   　 可燃性液体類     ２ｍ３

　　　　　　　　　　　　　 合成樹脂類　　　 ３ｔ

    ③燃焼時及び水や空気と接触して、緊急処理活動に影響を及ぼす有害ガスを発生するもので、原則として１ｔまたは１ｍ３以上を輸送する場合には、イエローカードを携行する。
　　④次の製品については、事業者の自己責任による判断でイエローカードを携行する。
      　＊少量でも危険と思われるもの
      　＊流出することにより、著しく環境を汚染するものなど
            （例えば、合成樹脂の粉体、ラテックス、着色されたもの）

（４）イエローカードの運用

①事業者がイエローカードを作成し、それに基づいて乗務員を教育し輸送中は常時携行させる。

②イエローカードの設置場所　運転席の目に付きやすいところ（納品書と共に置くと非常時に出しやすい。）
③輸送している化学品以外のイエロ－カ－ドは携行させない。

④緊急連絡先の荷送会社(荷主)は２４時間対応可能な事業所等とする。
　　　 ⑤事故対応体制を確立し、訓練を実施する。（事業者の連絡系統、機材・人員の確保と派遣、応援要請等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
